
工事期間

案件番号
業 種

業務区分

入札方法 契約方法
落札方法

0000001939 建設工事

指名

土木一式 詳細業種
建築第26号 市営住宅南天田団地第3期造成工事工事番号及び工事名
福知山市南天田町地内工事場所
自 平成26年 9月 9日 ～ 至 平成27年 2月27日

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

条件付一般競争入札 総価契約
平成26年 9月 4日入札・見積日 15時0分 電子入札
工事概要：土工N=1式、水路工N=1式、舗装工N=1式、付属施設工N=1式、防護柵工N=1式

価格競争

植村 俊明
大野 睦夫

1回目
入札価格(円)

(評価値)

概要

企業名又は委任先名

1

2

2回目
入札価格(円)

(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

3

4

5

6

5回目
入札価格(円)
(評価値)

7

項
番

8

9

10

株式会社アシダ組

株式会社芦田産業

株式会社門野組

岸下建設株式会社

株式会社衣川組

三丹開発株式会社

世紀建設株式会社

セイリョウ建設株式会社

瀬戸内建設工業株式会社

創生建設株式会社

40,333,000

40,640,000

43,430,000

41,675,000

40,362,000

41,660,000

40,255,000

40,469,000

－

－

－

辞退

－

－

－

失格（最低制限価格未

－

辞退

備考

keiyaku
テキストボックス
予 定 価 格： ４６，２９７千円（税抜）最低制限価格：４０，３１７千円（税抜）




1回目
入札価格(円)
(評価値)

2回目
入札価格(円)
(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

5回目
入札価格(円)
(評価値)
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

大栄工業株式会社

大立工業株式会社

株式会社高尾組

株式会社高見組

中小路建設株式会社

西田工業株式会社

株式会社能見土建

株式会社冨士興業

前田工業株式会社

松崎建設株式会社

三和建設工業株式会社

株式会社ヨネダ

渡辺建設株式会社

40,334,000

41,000,000

44,000,000

40,369,000

40,320,000

40,400,000

40,365,000

40,268,000

40,287,000

44,900,000

40,480,000

43,980,000

指名及び入札状況閲覧簿

－

－

－

－

落札

－

－

失格（最低制限価格未

失格（最低制限価格未

－

辞退

－

－

企業名又は委任先名項
番 備考



名 称

住 所

最高予定価格
（税込み） 50,000,760 円

最低制限価格
（税込み） 43,542,360 円

当該資格
（入札参加
条件）

参加させな
かった者、
その理由

（指名競争入札の場合）

指名者の指名理由

（随意契約の場合）

相手方の選定理由

変更額 -746,280 円 変更契約日 平成27年2月9日

変更工期 平成26年 9月 9日 ～ 平成27年 3月27日

変更理由

変更額 2,244,240 円 変更契約日 平成27年2月25日

変更工期 ～

変更理由

変更額 変更契約日

変更工期 ～

変更理由

変更額 変更契約日

変更工期 ～

変更理由

第１回変更契約 公園イベント広場の地盤が悪い為、雨水の排水対策(路盤・暗渠)の追加を行
う。団地住民の駐車スペースを緊急に確保する必要性が生じたため、住宅関連
工事と工程調 整した結果、東側駐車場の舗装工を廃工する。地元及び他工事
との調整に時間を要したため、工期を平成27年3月27日まで延期する。

建築第26号 市営住宅南天田団地第3期造成工事

契約の相手
中小路建設株式会社

福知山市字立原１３

契約金額
（消費税及び地方消

費税を含む）
43,545,600 円

（条件付一般競争
入札の場合）

この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たし、競争入札参加申
請に基づき本市が資格認定した者とする。（１）令第１６７条の４の
規定に該当しない者であること。（２）平成２６年度福知山市建設工
事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のＡ等級に登録されて
いる者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。
（３）建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できる
こと。

なし

第２回変更契約 既設アスファルト舗装が厚いため、処分量の変更を行う。本工事における通行
規制で、団地及び近隣住宅への出入り等に配慮する必要があり、安全に出入り
等ができるように交通誘導員を増とする。現地精査により、数量の変更を行
う。

第３回変更契約

第４回変更契約


